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   防衛研究所における妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 

の防止等について（通達） 

 

 

 標記について、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関す

る訓令（平成２８年防衛省訓令第７３号。以下「訓令」という。）及び妊娠、出産、

育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する訓令の運用について（通達）

（防人計（事）第４６５号（２８．１２．２８）。）によるほか、訓令第８条の規定

に基づき、下記のとおり定めたので通達する。 

 

記 

 

１ 教育等 

(1) 企画部長、政策研究部長、理論研究部長、地域研究部長、教育部長、戦史研

究センター長、特別研究官（国際交流・図書担当）及び特別研究官（政策シミ

ュレーション担当）（以下「部長等」という。）は、監督者及び相談員に対して、

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する教育等に参

加させ、相談体制等の強化を図るものとする。 

(2) 企画部総務課長（以下「総務課長」という。）は、防衛研究所の職員（以下「職

員」という。）に対して、新着任者教育等の機会を捉え、妊娠、出産、育児又は

介護に関するハラスメントの防止等に関する事項について教育等を実施するも

のとする。 

 

 

 



 

２ 苦情相談への対応 

(1) 防衛研究所長は、職員の中から相談員を指名し、そのうち１名を総括相談員

とする。 

(2) 総括相談員は、総務課長をもって充てる。 

(3) 総務課長は、部長等に対して、相談員名簿を別紙様式により通知するものと 

する。 

(4) 相談員は、申出及び相談に適切に対応するために、相互に連携・協力すると 

ともに、総括相談員から必要な助言等を得るものとする。 

 

３ その他 

  この通達の実施に関し必要な事項は、企画部長が定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類：別紙様式 



別紙様式 

 

 

相  談  員  名  簿 

 

 

所  属  等 氏     名 

企画部総務課長 

（総括相談員） 
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長 
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指 
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